
場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

時
　
２
月
11
日
（
水
・
祝
）

　
　
13
時
30
分
〜
15
時

場
　
御
坊
市
歴
史
民
俗
資
料
館 

研
修
室

料
　
無
料

募
集
人
数
　
先
着
20
名

（
小
学
生
以
下
の
方
は
、
保
護
者

の
付
き
添
い
が
必
要
で
す
）

締
　
２
月
８
日
（
日
）

申
込
方
法
　

　
開
館
日
に
電
話
、
ま
た
は
直
接

窓
口

申
・
問
　
御
坊
市
歴
史
民
俗
資
料
館

　
　
　
（
御
坊
総
合
運
動
公
園
内
）

　
☎
・
FAX
０
７
３
８
・
２
３
・
２
０
１
１

（
開
館
日
　
火
・
木
・
土
・
日
曜

日
・
国
民
の
祝
日
）

対
　
市
内
在
住
の
令
和
８
年
度

　
　
（
新
）
小
学
４
年
生

定
　
15
人

料
　
年
間
５
，０
０
０
円

活
動
日
時

　
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
原
則

毎
月
第
２
土
曜
日
　
９
時
30
分
〜
12
時

申
込
方
法

　
教
育
課
に
参
加
申
込
書
を
用
意

し
て
い
ま
す
の
で
、
申
し
込
み
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
郵
送（
当
日
消
印
有
効
）・
F
A
X
・

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
申
し
込
み
も
で

き
ま
す
。

締
　
２
月
27
日
（
金
） 

※

オ
ン
ラ
イ
ン
申
し
込
み
は
こ
ち
ら
か
ら

申
・
問
　
教
育
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
５

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
０
５
２
８

令
和
８
年
度
ク
ラ
ブ
員
募
集

御
坊
市
少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ

体
験
教
室 

参
加
者
募
集
！

万
華
鏡
を
作
っ
て
み
よ
う
！

　
市
内
に
在
住
も
し
く
は
勤
務
・

在
学
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

申
込
開
始
日
時

　
２
月
12
日
（
木
）
８
時
30
分

申
込
方
法

・
中
央
公
民
館
窓
口

　
（
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

・
オ
ン
ラ
イ
ン

♦
茶
道
教
室

講
師
　
木
村
　
波
優
美 

先
生

　
　
　
（
裏
千
家
）

期
間
　
令
和
８
年
４
月
13
日
〜

　
　
　
令
和
９
年
３
月
29
日

（
基
本
毎
月
第
２
・
第
４
月
曜
日
）

時
　
19
時
30
分
〜
21
時
30
分

場
　
中
央
公
民
館 

２
階
和
室

料
　
水
屋
料
１
，０
０
０
円
／
月

定
　
20
名

　
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

締
　
４
月
７
日
（
火
）

※

オ
ン
ラ
イ
ン
申
し
込
み
は
こ
ち
ら
か
ら

♦
華
道
教
室

講
師
　
山
田
　
芳
美 

先
生

　
　
　
（
蕉
月
流
）

期
間
　
令
和
８
年
４
月
９
日
〜

　
　
　
令
和
９
年
３
月
25
日

（
基
本
毎
月
第
２
・
第
４
木
曜
日
）

時
　
17
時
〜
19
時
30
分

場
　
中
央
公
民
館 

２
階
実
習
室

料
　
１
，２
０
０
円
／
回
（
花
代
他
）

定
　
20
名

　
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

締
　
４
月
７
日
（
火
）

※

オ
ン
ラ
イ
ン
申
し
込
み
は
こ
ち

ら
か
ら

♦
着
付
教
室
（
前
期
）

講
師
　
三
原
　
真
理
子 

先
生

　
　
　
（
山
野
流
）

期
間
　
４
月
８
日
〜
６
月
24
日 

　
　
（
全
12
回
・
毎
週
水
曜
日
）

納　期　限
今月の納期限は３月２日（月）です
♢固定資産税（４期）
♢国民健康保険税（８期）
♢後期高齢者医療保険料（８期）
♢介護保険料（２月分）

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
　　　FAX0738-22-9991
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
※毎週火曜日９時から16時は、
　人権擁護委員が常駐しています。
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。
◇行政相談
　時　２月18日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　市民環境課
　　　☎0738-23-5506
　　　FAX0738-24-3255
　※行政相談委員が相談に応じます。

令
和
８
年
度
　
中
央
公
民
館

　
　
成
人
講
座
受
講
者
募
集

時
　
19
時
〜
21
時
　
　
　
　
　
　

場
　
中
央
公
民
館 

２
階
和
室
　
　

料
　
無
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　

持
ち
物
　

紐
２
、
３
本
・
伊
達
締
め
２

本
・
前
板
１
本
・
タ
オ
ル
１

枚
・
半
巾
帯
１
本
・
洗
濯
バ
サ

ミ
２
個
・
着
物
（
ゆ
か
た
、

ウ
ー
ル
、
長
襦
袢
）
・
肌
襦
袢

１
枚
・
筆
記
用
具

定
　
15
名

　
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

※

講
座
内
容
は
女
性
向
け
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

締
　
４
月
６
日
（
月
）

※

オ
ン
ラ
イ
ン
申
し
込
み
は
こ
ち

ら
か
ら

問
　
中
央
公
民
館
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
２
・
０
４
２
４

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
０
５
３
２

体
験
教
室 

参
加
者
募
集
！

万
華
鏡
を
作
っ
て
み
よ
う
！

ステーションステーション

　（
一
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の

宝
く
じ
助
成
金
に
よ
り
、
吉
田

区
、
古
森
区
は
祭
礼
用
具（
四
つ
太

鼓
等
）を
新
調
し
、
北
吉
田
区
財
会

は
集
会
場
を
新
築
し
ま
し
た
。

※
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
と
は

　
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
が
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広

報
事
業
と
し
て
、
受
託
事
業
収
入

を
財
源
と
し
て
地
域
社
会
の
健
全

な
発
展
と
住

民
福
祉
の
向

上
を
目
的
と

し
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
動
へ
の
助

成
を
行
う
事

業
で
す
。

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

祭
礼
用
具
新
調
・
集
会
場
新
築

〜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
〜

不燃・大型ごみ
を出す日

◇資源ごみ
　 ３日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　10日（第２火曜日）
◇燃えないごみ
　17日（第３火曜日）
◇燃える大型ごみ
　24日（第４火曜日）
☆ライターは中身を使い切り、
ガスを抜いてから燃えないごみと
して出してください。

市民環境課
☎0738-23-5506
FAX0738-24-3255

問
　
総
務
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
６

　
FAX
０
７
３
８
・
３
２
・
２
３
２
４

時
　
２
月
19
日
（
木
）

　
　
10
時
〜
11
時
30
分

　
　
13
時
〜
15
時

場
　
市
役
所
１
階
会
議
室
101
・
102

申
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

※

電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

（
相
談
日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約

を
受
付
し
て
い
ま
す
）

　
次
回
以
降
の
日
程
に
つ
い
て
は
、

次
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
　
保
険
年
金
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付の前納について
　国民年金保険料を口座振替またはクレジットカードで納付する場合は、
「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書」または「国民年金保険料
クレジットカード納付（変更）申出書」を提出する必要があります。
　また、保険料が割引になる前納を希望される場合は、次のとおりお申し
込みください。

♦申込期限　令和８年２月27日（金）まで（必着）
♦申 込 先　【口座振替の場合】口座をお持ちの金融機関（ゆうちょ銀行を含む）
　　　　　　　　　　　　　　　または日本年金機構 田辺年金事務所
　　　　　　【クレジットカード納付の場合】日本年金機構 田辺年金事務所
♦問い合わせ
田辺年金事務所 国民年金課　☎0739-24-0432
御坊市役所 保険年金課　☎0738-23-5530　FAX0738-24-2890

408,150円
17,010円
409,490円
15,670円

205,720円
4,400円

206,390円
3,730円

　

103,870円
1,190円

104,210円
850円

クレジット
カード納付 割引額

保険料額
割引額
保険料額

口座振替

納付方法

期 間

２年前納

４月～翌々年３月分

１年前納

４月～翌年３月分

６か月前納
４月～９月分

10月～翌年３月分

【保険料前納額と割引額】

御坊広域清掃センター
「直接持込」

◇平日
　 ８：00～11：45
　12：45～16：00
◇休日【２月22日（日）】
　 ８：00～11：30
　※搬入許可申請書が必要です。
入手方法　
・HP（御坊広域行政事務組合、市役所）
・窓口
（御坊広域清掃センター、市役所、
　市民サービスコーナー（名田））

猫は正しく飼おう !
　和歌山県では、飼い猫に対す
る適正飼養やマナー向上、飼い
主の責任強化のため「和歌山県
動物の愛護及び管理に関する条
例」を制定し、地域住民の生活
環境の保全と人と猫が共生する
社会を目指しております。
　飼い主の遵守事項として、飼い
猫への所有明示とふんの適正処理
を義務付け、さらに屋内で飼うよ
うに努めることとしています。
　詳細は御坊保健所（☎0738-
24-3617／FAX0738-22-87
51）までお問い合わせください。

（令和７年度参考）
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